
橿原公苑『ナイトラン』の木曜日追加について  
「ナイトラン」事業につきましては、「だれもがいつでもスポーツを楽しむ環境整備」の

一環として橿原公苑陸上競技場において、これまで毎週月・水・金曜日の 17 時～21 時に

実施してまいりましたが、このたび、利用者の“もっと走りたい”という声を受け、令和６

年４月から、（従来からの毎週月・水・金曜日に加えて）新たに木曜日を追加し、下記のと

おり実施を致します。 

記 

○追加時期    令和６年４月より 

○実施曜日    毎週 月・水・木・金曜日 

○実施内容    従来の『ナイトラン』事業と同様 

以上 


